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法定講習は
WEB講習が便利です!

更新対象者には有効期限の約3か月前に受講案内を送付予定です。

WEB法定講習は、オンライン上で講習動画を視聴いただき、
効果測定を修了された方に新宅地建物取引士証を交付する講習です。

WEB環境があれば、受講期間内にお好きな時間、
お好きな場所で講習動画を視聴できます。

8割の方が
web受講を選択
しています!!

https://www.hato-web.or.jp/legal-seminar/

Web法定講習とは?
●オンデマンド配信により自宅等でお好きな時間に受講視聴が可能。
●指定開始日から28日以内に受講。

法定講習（座学）の日程（令和7年1月現在予定）

講習日 会　場 対象者 受講内容発送時期

令和8年1月9日 10月上旬令和8年1月9日～令和8年7月8日大　田

宅地建物取引士証の有効期限の時期により、
本会会員の方でも、他団体から更新案内が届
く場合がありますが、本会より必ずご案内をお
送りしますので会員の皆様におかれましては、
本会の法定講習を受講していただくよう
お願い申し上げます。

詳細は島根県宅建協会
ホームページに掲載しています。 ▶

座学の法定講習とは？
●指定日に会場にて受講。
●受講後に確認テストを行います。

※座学会場運営について
 ・駐車場は周辺の有料駐車場あるいは公共交通機関をご利用ください。
 ・昼食の用意はありません。ご自身でご用意ください。
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宅建業務研修会実施計画のお知らせ
日時未定の業務研修会については、日程が決まりましたら随時本会HPへ掲載いたします。

■ 松　江
開催予定日 会　　場 時　　間 研修内容

①令和7年11月19日
さんびる文化センター
プラバホール
松江市西津田6-5-44

13：30～15：30 これからはじめる不動産業のスマホユーザー対策
講師：日本スキルズ株式会社　吉田 貴司　氏　

②令和8年1月21日
さんびる文化センター
プラバホール
松江市西津田6-5-44

13：30～15：30 賃貸管理物件における相続時の対応
講師：武市法律事務所　弁護士　武市 吉生　氏

■ 出　雲
開催予定日 会　　場 時　　間 研修内容

①令和7年9月4日 ニューウェルシティ出雲
出雲市塩冶有原町2-15-1 14：00～16：00

①「不動産業におけるクレーム・カスタマーハラスメント」の対策
講師：鴨川法律事務所　弁護士　山﨑 浩一　氏
②ローン・オフェンダー対策について
講師：島根県警察本部公安課

■ 大　田
開催予定日 会　　場 時　　間 研修内容

①令和7年9月26日 大田商工会議所　2階会議室
大田市大田町大田イ309-2 15：30～17：30

媒介報酬をめぐる令和の裁判例
～宅建業者に必要な知識の再確認～
講師：涼風法律事務所　弁護士　熊谷 則一　氏

■ 浜　田
開催予定日 会　　場 時　　間 研修内容

①令和7年10月31日 浜田ワシントンホテルプラザ
浜田市黒川町4177 13：30～15：45

①省エネ性能表示制度について
講師：涼風法律事務所　弁護士　熊谷 則一　氏
②ローン・オフェンダーについて
講師：島根県警察本部公安課

②令和7年11月28日 浜田ワシントンホテルプラザ
浜田市黒川町4177 13：30～15：30

原状回復と退去立会い
講師：（ 一社）全国賃貸不動産管理業協会
　　　　　　　　　　顧問弁護士　佐藤 貴美　氏

■ 益　田
開催予定日 会　　場 時　　間 研修内容

①令和7年9月19日 サンパレス益田
益田市高津町イ2355-12 13：30～15：30

契約不適合責任の基礎知識
～基本をマスターする～
講師：涼風法律事務所　弁護士　熊谷 則一　氏

②令和8年1月23日 サンパレス益田
益田市高津町イ2355-12 13：30～15：30

単身高齢者への賃貸借の留意点
講師：（ 一社）全国賃貸不動産管理業協会
　　　　　　　　　顧問弁護士　佐藤 貴美　氏

一般の方の受講もお待ちしております、お気軽にご連絡ください。
■受講料	 3,000円（会員外）
■主　催	（公社）島根県宅地建物取引業協会・（公社）全国宅地建物取引業保証協会島根本部
	 〒690-0063  島根県松江市寺町210-1  島根県不動産会館
	 TEL：0852-23-6728 ／ FAX：0852-21-8036

　本研修会は宅地建物取引業法64条に基づくものであり、不動産の公正な取引を確保し、消費者の利益の擁護・増進
を目的として、宅地建物取引業者及びそれに従事しようとする者に対し、宅地建物取引に関する高度な専門的知識・
技能の普及の為に開催するものです。
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無料相談会のお知らせ
　（公社）島根県宅地建物取引業協会及び

（公社）全国宅地建物取引業保証協会島根
本部が共同運営する不動産無料相談所では
毎月第2金曜日に、不動産に関する各種の
相談業務を行っております。専門の相談員
が対応いたしますので、お気軽にご相談く
ださい。

■県下各地域において相談を受付けています。最寄りの相談所までご連絡をお願いします。

反社会的勢力排除に向けて
　「暴力団排除条例」に対応するため、警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課の指導の下、国
土交通省総合政策局不動産業課の協力を得て、「売買契約書」「媒介契約書」「賃貸住宅契約書」に
おいて反社会的勢力との取引を排除する規定（反社会的勢力排除条項）を設けておりますので、
取引にあたっては本書式をご使用ください。【会員限定】

　公益法人である当協会は、一般消費者に対する啓蒙活動として、県及び警察との連携を図り、県
下から無免許で不動産取引を行う宅地建物取引業法違反者を排除するために、情報提供するなど
の協力体制を充実します。不動産取引において不正な業務を行う者の情報がありましたら、協会ま
でお知らせください。

公益社団法人 島根県宅地建物取引業協会・公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会島根本部

しない！させない！無免許業者の不動産取引

◎取引の事実（日時・取引物件概要・取引の相手）　◎取引をした者の氏名、住所、電話番号、名刺など例えば

松江宅建センター
松江地域

〒690-0063 島根県松江市寺町210
（島根県不動産会館2F）
TEL （0852）25-6537

大田宅建センター
大田地域

〒694-0041　大田市長久町
長久字宮の前ロ178-2
（T・M不動産内）
TEL （0854）82-4610

出雲宅建センター
出雲地域

〒693-0001 出雲市今市町869-7
（信和ビル１Ｆ）
TEL （0853）22-8910

浜田宅建センター
浜田地域

〒697-0024 浜田市黒川町4208
（堀本ビル２Ｆ）
TEL （0855）22-5536

益田宅建センター
益田地域

〒698-0024 益田市駅前町35-6
TEL （0856）23-4088

無料相談会実施日
令和7年
	10月10日㈮	 11月14日㈮	 12月12日㈮
令和8年
	 1月　9日㈮	 2月13日㈮	 3月13日㈮

実施時間

午後1時〜午後4時まで
※�ご相談の際には、事前に最寄りの相談所まで御連絡のうえ、取引に係る書類（契約書、

重要事項説明書等）をご持参下さい。
※文書・電子メールでの相談は受け付けておりません。
※�苦情解決の申出の受付事務については、（公社）全国宅地建物取引業保証協会島根本

部にて休業日を除く平日の午前9時〜午後5時（来所のみ）行っております。
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　土地建物を購入した買主が、売主と近隣住
民との間に告知されていないトラブルがあり、
これは契約不適合にあたるとして、主位的に、
売買契約の解除を、予備的に、告知義務違反
による損害賠償金等を求めた事案において、
契約不適合と認められるトラブルの存した証
拠は無いとして、買主の請求を棄却した事例。

  1　事案の概要
　X（原告）は、令和3年12月、Y（被告）が所
有する土地建物（本物件）を購入した。売買契
約（本件契約）時に取り交わした「物件状況等
報告書」（報告書）には、次のとおりの記載が
あった。
①　�隣人の迷惑行為等の買主に心理的影響が

あると推定される事項：「無」
②　�近隣住民間での協定や取り決めや、買主

に引き継ぐべき事項：「無」
　「重要事項説明書」には、対象不動産に含ま
れない私道に関する事項の説明として、当該
私道の通行（車両を含む）及び設備の敷設を
する場合は、所有者の承諾が必要であること、
ゴミ収集及びゴミ集積所に関する問題につい
ては、当事者間で協議し、解決することの記
載があるが、その余のゴミ集積所の利用関係、
近隣関係についての記載はなかった。
　また、Xは、本件契約締結前に、Yに対し、
近隣トラブルの有無について確認をしたが、
Yは、隣家の樹木が隣地を超えて伸びてくる
こと以外に近隣トラブルはないと回答した。
　Xは、本件契約後に、Xが工事見積もりを依

頼した業者が私道に車両を駐車させていた際
に、近隣住民から、強い抗議を受けたため、
仲介会社を通して、近隣の事情聴取をしたと
ころ、他の近隣住民にたびたび苦情を述べた
り、大声で罵倒したり、Yとの間では、ゴミ
捨てについてのトラブルを生じていた住民が
いること、Yが駐輪していた自転車に米のと
ぎ汁のような液体がかけられるという事件が
あったこと等を聞いた。Xは、そのような近
隣関係のトラブルが存する状態では本物件で
の生活はできないとして、本件契約の解除等
を求めたが、Yが応じなかったため、令和4年
4月、本件訴訟を提起した。

  2　判決の要旨
　裁判所は、下記のとおり判示し、Xの請求
を棄却した。
⑴　本件契約に心理的な瑕疵が存するか
　Xが依頼した塗装業者が私道に車両を駐車
していた際に、近隣住民から苦情を述べられ
たこと、過去にYが自宅敷地内に駐輪してい
た自転車に汚損があったこと、ゴミの排出に
ついて、ポリバケツに入れて排出することと
する旨の協議及び合意があったことが認めら
れるが、上記事実から直ちに、Xの居住がで
きない程度に契約不適合の事実があったとは
認めることができない。Xは、本物件に駐輪
していた自転車の汚損について、米のとぎ汁
のような液体が自転車にかけられたものと主
張するが、汚損が米のとぎ汁かどうかは定か
ではないし、さらに、これを近隣住民が行っ

買主が主張する売主の近隣住民とのトラブルの存在は認め
られないとして契約不適合による買主の契約解除等の請求
を棄却した事例

（東京地判　令 5・3・15　2023WLJPCA03158012）
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たとする的確な証拠はない。
　また、Yが本物件に防犯カメラを設置したこ
とは認められるが、上記の自転車の汚損との
関係は定かではないこと、手付金が当初300
万円の提案であったところ、最終的に600万
円となったことは認められるものの、手付金
が売買代金の1割であることが殊更高額であ
ることをうかがわせる証拠はなく、手付金額
の変更は通常の交渉の一過程であるといえ、
この経過からYが近隣トラブルを隠していた
と推認することはできない。
　Xは上記に加え、仲介会社が聞き取った事
情などからすると、近隣トラブルが存したも
のといえると主張する。
　しかしながら、仲介会社が聞き取った近隣
トラブルに関する事情は、主に、本件不動産
の隣地に居住する者からのものであり、かつ、
同人に対する供述を裏付けるような事実が存
することは認められない。さらに、Yの陳述に
よれば、隣人とYとの関係は良好であり、む
しろ、Yが本件不動産を売却するのであれば、
購入を検討するような関係であったことから
すると、近隣との関係が悪いように説明し、
Xによる購入を断念させようとした意図が存
したとしても不自然ではなく、隣人による聞
き取りにかかる事実が存したことをにわかに
は信用することができず、他にこれを裏付け
るに足りる証拠はない。また、Xが依頼した
業者が本件私道に車両を駐車させた際に、近
隣住民から苦情を受けたことは認められるが、
本件私道の使用については協議が必要であり、
苦情を述べられ、それが厳しい口調であった
ことをもっても、直ちに近隣トラブルを推認
させるものではない。したがって、Xの主張
する契約不適合が存したとは認められない。
⑵�　本建物の売買契約に際してYの説明義務

違反が存するか
　少なくとも説明義務を構成する程度の隣人
間のトラブルがあったとは認められないこと、
ゴミ集積所の利用方法についても、協議をし
た事実は認められるものの、ポリバケツに入
れて排出する程度のもので、書面等による合
意もなく、箱に入れる以外に特段の配慮を要
するものではないことに照らすと、説明義務
を構成する程度の内容であるとは解されない。
　したがって、Yによる義務違反の主張は認
められない。
⑶　結論
　以上の次第でXの請求については理由がな
いのでこれを棄却する。

  3　まとめ
　本件は、近隣トラブルについて、売主が告
知していないとして、争ったものであるが、
契約不適合にあたるとされるトラブルの存在
は認められないとして、買主の請求が棄却さ
れた。
　実際に生活に支障が出るような近隣トラブ
ルがある場合は、売主に告知義務があると考
えられるが、告知義務トラブルにあたるかど
うかの判断は、個人の主観によるところも大
きく、その判断は難しいケースがある。
　しかし、仲介業者としては、トラブル防止
の観点から、売買契約における売主の告知義
務については、売主によくヒアリングを行い、
でき得る限り、告知事項として買主に伝える
よう助言することが望ましい。

（一財）不動産適正取引推進機構「RETIO」より抜粋
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不動産広告表示の相談事例

■ SNS を利用した広告に対する物件概要の取扱い
　SNS に販売中の新築住宅が完成したので見学に来てくれるよう、「建物完成しま
した。ぜひ一度ご覧ください。」とのみ投稿をしようと考えています。物件概要は
必要でしょうか。

　SNS を利用した物件の販売や賃借人の募集を目
的とした「投稿」は、表示規約第4条第5項で規定す
る「表示」に該当し、ポータルサイトやホームペー
ジ等と同様、販売や募集広告を行えば、表示規約の
規制を受けるインターネット広告に該当します。
　したがって、物件概要 ( 必要な表示事項 ) を記載
する必要があります。
　なお、物件概要は、その SNS 上で全て表示する

ことが望ましいのですが、その物件の概要が表示
されている他のサイトへリンクを設定していただ
くことでも可としています。
　また、未完成の新築住宅や一定規模の開発分譲
地などは、これらの工事に必要な建築確認や開発
許可が取れていないと SNS であっても表示できま
せんので、こちらも覚えておいてください（表示
規約５）。

■一般定期借地権付物件の表示方法
　一般定期借地権付の新築住宅や新築分譲マンションの表示方法をお教えください。

　借地借家法第 22 条の規定による一般定期借地
権の取引においては、一般消費者に正しく理解し
てもらうために、次の事項を表示することが望ま
しいと考えられます。
①　その特約の内容
　ア　契約の更新がないこと
　イ　建物の築造による期間の延長がないこと
　ウ�　借地借家法第 13 条の建物買取請求ができな

いこと
②　地代の改訂に関する定めがあるときはその概要
③�　権利金等一般定期借地権の設定の対価を必要

とするときはその旨及びその額並びに当該金銭の
法的性格

④�　保証金、敷金等を必要とするときは、その旨及
びその額並びに当該金銭授受の法的性格（償却す
る場合はその旨及びその額並びに方法）

⑤　当該借地権の譲渡又は転貸の可否及びその条件
⑥　当該借地権の登記の可否
⑦　契約期間満了時における借地権者の義務
　なお、③の権利金等及び④の保証金等の額につい
ては、価格の表示に続けて明示する必要があります。

表示例（新築住宅の場合）
建物価格／ 2,500 万円
借地の権利金／ 200 万円（借地権設定対価）
保証金／ 300 万円

【土地の権利形態等】
一般定期借地権（賃借権）、存続期間／50年、期間
満了時に更地返還要。建物の買取請求、契約更新及
び改築等による期間延長不可。地代／月額8,500円

（3年ごとに改定）。権利金は借地権設定対価であ
り返還されません。保証金は期間満了時に全額返還

（無利息）。借地権の譲渡・転貸／可。ただし地主の
承諾要（承諾料不要）。借地権設定登記／可。

　また、分譲マンションの場合も新築住宅の場合
と同様の事項を表示すればよく、通常の所有権の
場合に必要な表示事項を記載したうえで、定期借
地権特有の事項を表示すればよいでしょう。
　なお、定期借地権付住宅は所有権に比べ「安い」
等の表示をすると、表示規約第 22 条に違反する
不当な比較広告となるおそれがありますのでご注
意ください。

「不動産広告の実務と規制 13訂版」より引用

ご注意
ください

表示規約第8条に基づき、必ず所属団体名・
不動産公正取引協議会加盟を表示してください。
　不動産物件広告（インターネット、新聞、チラシなど）を掲載する際には、
必ず、所属団体名「（公社）島根県宅地建物取引業協会」と「中国地区不動産
公正取引協議会加盟」の表示をお願いします。
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　会員専用サービス「ハトサポ」のID・パスワードがわからなくてお困りの方、ご登録
のメールアドレスを利用して、ご自身でIDの確認・パスワードの再発行ができます。

ハトサポID・パスワードがわからなくてお困りの方

I D・パスワードの発行手順

1 全宅連ホームページのハトサポログインから
「ハトサポID・パスワードがわからない」をクリック

2 新しいウィンドウが開くので、当てはまるボタンをクリックし
再発行を行う

クリック!!
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全宅連策定書式に係るチャットボット機能の詳細について

＜ワード・エクセル契約書式ページ＞※下記赤枠

＜ハトサポWeb書式作成システムの書式作成ページ＞ ※下記赤枠

全宅連策定書式に関する内容
（例：探している書式の掲載場所を知りたい 等）

①ページ右下に表示される下記
　バナーの「質問する」を押下

https://member.zentaku.or.jp/

ハトサポ内の「ワード・エクセル契約書式」「ハトサポWeb書式作成
システム」のページにて利用可能

②バナーが下記の通
り展開されるの
で、質問内容を入
力し「質問する」
を押下
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新入会員紹介（R7. 9. 1 現在）

松江 商号又は名称 株式会社大前組
代 表 者 古藤　雅之
専 任 取 引 士 古藤　とし子
事務所所在地 〒699-0108  松江市東出雲町出雲郷747-1
T E L 0852-52-2501
F A X 0852-52-2502

大田 商号又は名称 石見銀山建設株式会社
代 表 者 黒田　突義
専 任 取 引 士 江口　友美
事務所所在地 〒694-0054  大田市鳥井町鳥井963-2
T E L 0854-84-8283
F A X 0854-84-5358

益田 商号又は名称 株式会社わたしのお家
代 表 者 正木　和男
専 任 取 引 士 山下　達也
事務所所在地 〒699-5525  鹿足郡吉賀町抜月55-6
T E L 0856-73-7955
F A X 0856-73-7956

出雲 商号又は名称 有限会社アサヒ技研工業
代 表 者 朝日山　裕子
専 任 取 引 士 朝日山　裕子
事務所所在地 〒693-0017  出雲市枝大津町13-5
T E L 0853-23-3444
F A X 0853-23-3478

浜田 商号又は名称 株式会社正直不動産
代 表 者 田中　龍太郎
専 任 取 引 士 田中　龍太郎
事務所所在地 〒697-0003  浜田市国分町2310
T E L 0855-25-7001
F A X 0855-25-7001

全国で約10万名の会員　県内宅建業者の約7割が加盟
安心で確実な不動産取引をハトマークはお約束します

開業するなら宅建協会へ

①営業保証金（1,000万円）の供託に代わり弁済業務保証金分担金（60万円）を納付して営業を開始できます。
②新規入会者に対するセミナーをはじめ、宅地建物取引業に従事する者及びこれから従事しようとする者に
対する研修会を実施し、会員の資質向上を図っています。
③広報誌の発行、法令改正等の情報提供、レインズシステム、ハトマークサイトなどの各種ネットワーク活用
による広域的な情報の交流等、宅地業務に関する活動をサポートします。
④会員業者を守る宅建取引士賠償責任保証制度へ加入できます。

宅建協会ホームページ　https://www.hato-web.or.jp
問い合わせ先 松江市寺町210-1

TEL.0852-23-6728　FAX.0852-21-8036（公社）島根県宅地建物取引業協会

既存会員の皆様へ
皆様のお知り合いの方などで不動産業開業をご検討の方が
いらっしゃいましたら是非、 本会への入会をお勧めいただ
きますようお願いいたします。

会 員 数 282名

退　会
出雲 （有）立石材木店 出雲 山陰冷暖（株）
出雲 （有）大谷興産 出雲（株）新井建設
出雲 （株）出雲興産 出雲（有）ウッディカリノ
出雲 来間地所（同） 益田（有）今見屋

宅建協会会費納入についてのお知らせ
毎年、4月1日（前期）、10月1日（後期）時点で本会会員資格を
有する会員の皆様に会費を納入いただいております。

■会費は半期（前期・後期）に分けて納入いただいております。
■各種会費は4月1日（前期）、10月1日（後期）現在の情報でご案内いたします。納入いただきました
会費は年度途中退会などされましても返還はできませんのでご了承ください。
■準会員数につきましては、4月1日及び10月1日現在の本会に登録された従業員数をもとに算出さ
れますので、従業者の変更届出をなされた際には速やかにご連絡ください。




